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サステナビリティ基準委員会（SSBJ）は、2025年3月5日に、以下の3つのサス
テナビリティ開示基準（以下、「SSBJ基準」という）を公表しました。 
 
 サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」 

 サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」 

 サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」 

 
ポイント 

SSBJ基準の概要 

 適用対象企業の定めはないがプライム上場企業が適用すること、また、SSBJ基準に
基づく開示が有価証券報告書に含められることを想定して基準が開発されている。 

 国際的な比較可能性の確保のため、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）が公
表するIFRS®サステナビリティ開示基準（以下、「ISSBTM基準」という）の要求事項
を基本的にすべて取り入れている。そのうえで、ISSB基準の要求事項に代えて
SSBJ基準独自の取扱いを認める容認規定があるほか、SSBJ基準独自の追加開示を
求める定めも一部ある。 

 開示すべき項目は、「ガバナンス」・「戦略」・「リスク管理」・「指標及び目標」の4つ
の要素ごとに定められている。 

公開草案からの変更点 

 指標の算定期間とサステナビリティ関連財務開示（および関連する財務諸表）の報
告期間が一致しない場合、報告期間に合わせることが要求される点が、公開草案か
ら変更されている。 

適用時期 

 強制適用時期の定めはない。強制適用時期および適用対象企業等については、金融
審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グルー
プ」における議論に基づき、今後、金融庁が法令において定める予定である。 

 公表日以後終了する年次報告期間から、任意適用が可能。 

企業の実務に与える影響 

 SSBJ基準に準拠してサステナビリティ情報の開示を行う場合、情報の作成プロセ
スや時期等について、企業の実務に広範な影響が生じる可能性がある。 

サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が
サステナビリティ開示基準を公表 

ポイント解説│有限責任 あずさ監査法人 
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1. 公表の経緯 

SSBJは、わが国におけるサステナビリティ開示基準を開発すること等を目的として、
2022年7月に設立されました。SSBJは、グローバル・ベースラインとされるISSB基準と
整合的な基準を開発することが市場関係者にとって有用であるとの認識のもと、IFRS S1

号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」およびIFRS S2号「気
候関連開示」に相当する基準の開発に着手しました。2024年3月および11月には、公開草
案を公表し、これに対して寄せられた意見等について検討を重ね、2025年3月5日に最終
基準を公表しました。 

 

2. SSBJ基準の全体像 

（1）開発にあたっての基本的な方針 

SSBJ基準は、基準を適用した結果として開示される情報が、国際的な比較可能性を大き
く損なわせないものとするため、原則として、国際基準（ISSB基準）の定めをすべて取
り入れる方針で開発されています。そのうえで、ISSB基準の要求事項に代えてSSBJ基準
独自の取扱いを認める容認規定があるほか、SSBJ基準独自の追加開示を求める定めも一
部あります。 

（2）SSBJ基準の構成 

SSBJ基準は、以下の3つの基準で構成されています。 

基準名 内容 

サステナビリティ開示
ユニバーサル基準 

サステナビリティ開示基準の適用          
（以下、「適用基準」） 

サステナビリティ関連財務開示を作成する際の基本となる事項を 
定める（IFRS S1号のコアコンテンツ以外の定めに相当） 

サステナビリティ開示

テーマ別基準 

一般開示基準           
（以下、「一般基準」） 

サステナビリティ関連のリスク・機会に関して開示すべき事項（コア・
コンテンツ）を定める（IFRS1号のコアコンテンツの定めに相当） 

気候関連開示基準        
（以下、「気候基準」） 

気候関連のリスク・機会に関して開示すべき事項（コア・コンテンツ）
を定める（IFRS S2号に相当） 

※参考となる文書として、今後公表予定の「補足文書」や「SSBJハンドブック」（SSBJ事務局から公表予定の解説）は、SSBJ基準を構
成せず、強制力は有しない（適用基準BC15項）。 

（3）適用対象企業 

SSBJ基準は、プライム上場企業に適用することを想定して開発されています。ただし、
適用対象企業の定めはなく、具体的な適用対象企業は、今後、金融審議会「サステナビリ
ティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」（以下、「サステナWG」
という）での議論に基づき、金融庁が法令で定めることが想定されています。 

（4）金商法上の位置付け 

SSBJ基準公表時点において、SSBJ基準の金融商品取引法上の位置付けは確定していない
ものの、SSBJ基準に基づく開示は有価証券報告書に含められることが想定されています。 

なお、SSBJ基準は、（法令に基づかず）任意で開示する場合も適用できるとされ、その場
合の別段の取扱いが定められています。本稿では、特に明記しない限り、法令の定めに基
づく開示を前提として解説します。  
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3. 適用基準の概要 

適用基準は、サステナビリティ関連財務開示を作成・報告する際の基本となる事項を示
した基準です（1項）。ポイントとなる主な定めについては、以下のとおりです。 

(1) 何を開示するのか 

投資家等の意思決定に役立てるため、「企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得
るサステナビリティ関連のリスクと機会に関する情報」を提供する開示（サステナビリ
ティ関連財務開示）が求められます（4項、34項）。 

このため、「重要性がある情報」についてのみ開示が求められ、情報に重要性がない場合
には、基準で具体的な開示項目を列挙されていたり、最低限開示すべき事項を定められ
ている場合であっても、開示する必要はないとされています（22項）。 

報告企業 

SSBJ基準では、報告の対象とする企業の範囲を「報告企業」と表現しています。サステナ
ビリティ関連財務開示の「報告企業」は関連する財務諸表と同一となります。連結財務諸
表を作成する場合、連結財務諸表に含まれる企業集団が「報告企業」となります（5-6項）。 

(2) 財務諸表とのコネクティビティ（つながり） 

サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表を補足し、補完するものとされて
います。このため、SSBJ基準では財務諸表とのコネクティビティ（つながり）を促進さ
せるための定めがいくつかあります。例えば、サステナビリティ関連財務開示を以下の
ように報告することが求められています。 

 財務諸表と同じ報告期間を対象とし、財務諸表と同時に報告する（67-68項） 

 情報が関連する項目間／サステナビリティ関連財務開示内の開示間／サステナビ
リティ関連財務開示とその他の一般目的財務報告の情報間のつながりを理解でき
るように情報を開示する（29-31項） 

(3) ガイダンスの情報源 

SSBJ基準では、「企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ
関連のリスクと機会」を識別するにあたり、また、識別したリスクと機会に関する「重要
性がある情報」を識別するにあたり、IFRS財団が公表する産業別基準である「SASBスタ
ンダード」（2023年12月最終改訂）を「参照し、その適用可能性を考慮しなければならな
い」情報源としています（41項、52項）。 

(4) バリューチェーン情報 

サステナビリティ関連のリスクと機会は、企業のバリューチェーン全体にわたる企業の
ステークホルダー、社会、経済および自然環境との相互作用からが生じるとされていま
す。このため、識別したリスクと機会のそれぞれに関連して、合理的で裏付け可能な情報
を用いて、バリューチェーンの範囲を決定する必要があります（46-47項）。 

(5) 比較情報 

当期に開示されるすべての数値について前期の比較情報を開示することが求められてい
ます。加えて、有用な場合は説明的および記述的な情報についても比較情報を開示する
ことが必要となります（73項）。 
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4. 一般基準の概要 

一般基準は、サステナビリティ関連のリスク・機会に関して開示すべき事項（コア・コン
テンツ）を定めた基準です（1項）。 

一般基準は、具体的なテーマ別基準が存在しない場合において適用され、現時点では、気
候関連以外（例えば、人的資本や生物多様性）に関するテーマ等について開示する場合に
適用されることになります。 

ISSB基準と同様に、4つの要素（①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、④指標及び目標）
ごとに、それぞれ開示目的とそれを達成するための開示要求が定められています。 

一般基準の主な開示要求は以下のとおりです。 

ガバナンス 

① サステナビリティ関連のリスクと機会の監督に責任を負うガバナンス機関または個人
に関する事項  

② サステナビリティ関連のリスクと機会をモニタリング、管理、監督するために用いるガ
バナンスのプロセス、統制および手続における経営者の役割に関する事項  

9-10項 

戦略 

① 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスクと
機会 

② リスクと機会が企業のビジネス・モデルとバリューチェーンに与える影響 

③ リスクと機会の財務的影響 

④ リスクと機会が企業の戦略と意思決定に与える影響 

⑤ ①のサステナビリティ関連のリスクに関連する企業の戦略とビジネス・モデルのレジ
リエンス 

12項 

リスク管理 

① 「リスク」を識別、評価、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスお
よび関連する方針に関する情報  

② 「機会」を識別、評価、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関
する情報 

③ ①②のリスクと機会に関するプロセスが、全体的なリスク管理プロセスに統合され、
用いられている程度、ならびにその統合方法および利用方法に関する情報 

29項 

指標及び 

目標 

指標 

① 適用されるSSBJ基準が要求している指標 

（具体的に適用される定めがSSBJ基準に存在しない場合、適用基準のガイダン
スの情報源の定めを適用して指標を識別する） 

② 企業が測定し、モニタリングするために用いている指標 

③ 企業に関連する産業別の指標のうち、主なもの 

32-34項 

目標 
① （該当がある場合）戦略的目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために

企業が設定した目標 

② （該当がある場合）法令により満たすことが要求されている目標 

39項 

（出所：一般基準を基にあずさ監査法人作成） 
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5. 気候基準の概要 

気候基準では、一般基準と同様に、4つの要素（①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、
④指標及び目標）ごとに、開示要求が定められています。気候基準の特徴的な開示は、主
に以下のとおりです（本稿において、一般基準と同様の開示要求は省略しています）。 

(1) 戦略 

物理的リスク・

移行リスク 

開示対象とする気候関連のリスクを説明するにあたり、識別されたリスクが物理的リスク
と移行リスクのいずれに該当するかを開示する 

19項(2) 

移行計画 

企業が識別されたリスク・機会にこれまでどのように対応してきたか、また、これから対
応する予定であるかを開示するにあたって、移行計画がある場合には、移行計画の内容を
開示する 

28項(1)、

29項(3) 

シナリオ分析 
企業が気候リスクへのレジリエンスに関する評価を説明するにあたり、企業の状況に見合っ
たアプローチを用いて、シナリオ分析を使用する 

33項 

（出所：気候基準を基にあずさ監査法人作成） 

(2) 指標及び目標 

産業横断的指標等 

以下の産業横断的指標等に関する情報を開示する 

(1) GHG排出 (2) 気候関連の移行リスク 

(3) 気候関連の物理的リスク (4) 気候関連の機会 

(5) 資本投下 (6) 内部炭素価格 (7) 報酬 

46項 

GHG排出 スコープ1・スコープ2・スコープ3のGHG排出の絶対総量を開示する 47項 

 

測定 

（原則）GHGプロトコル（2004年）（*1）で測定 

（例外）法域の法令等で異なる測定方法が要求される場合は、当該方法で測定可能 

（※日本では、温対法（*2）に基づく報告を利用することが想定される） 

49項 

スコープ2排出 

ロケーション基準による情報に加え、スコープ2GHG排出を理解する上で必要な契約
証書を有している場合には、次のいずれかを開示する 

① 契約証書に関する情報 

② マーケット基準による排出量（測定方法の開示含む） 

53-54項 

スコープ3排出 

 15のカテゴリー別にスコープ3GHG排出を開示する 

 ファイナンスド・エミッションに関する追加的な情報を開示（資産運用／商業銀
行／保険に関する活動を行っている場合。ただし、これらを業として営むことに
ついて企業が活動する法域の法律等により規制を受けていない場合は省略可） 

55項 

57-59項 

産業別の指標 

主なものを開示する 

（開示する指標の決定にあたり、ISSBの「産業別ガイダンス」を参照し、その適用可能
性を考慮しなければならない） 

86項 

気候関連の目標 GHG排出量に関する目標については、追加的な開示項目がある 97項 

（出所：気候基準を基にあずさ監査法人作成） 

*1：「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準（2004年）」（以下、同様） 

*2：「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」 
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6. 公開草案からの主な変更点 

(1) 指標の報告のための算定期間 

指標の算定期間とサステナビリティ関連財務開示（および関連する財務諸表）の報告期
間が一致しない場合、報告期間に合わせることが要求されます（適用基準68項）。この点、
例えば、温対法に基づく報告を用いてGHG排出を開示する場合、温対法によるGHG排出
量の算定期間と報告期間が一致しないケースでは、原則として報告期間に係るGHG排出
量を算定する必要がある点が公開草案から変更されています（気候基準BC126-127項）。 

(2) その他の変更点 

ISSB基準に追加することを提案していた以下の定めについては、削除されています。 

 ガイダンスの情報源の適用可能性を考慮する際の文書化の定め 

 レジリエンスの評価の頻度の定め 

 スコープ1、スコープ2およびスコープ3のGHG排出の絶対総量の合計値の開示（気候
基準BC115-116項） 

 同じ目的において複数の内部炭素価格を用いる場合および複数の目的で内部炭素価
格を用いる場合の取扱い 

また、IFRS S2号が今後改訂される蓋然性が高い点を考慮し、「GICSを用いた産業別に分解し
たファイナンスド・エミッションの絶対総量及びグロス・エクスポージャーに関する情報」
は当面の間、開示しないことができるとする取扱いが追加されています（気候基準C7項）。 

 

7. 適用時期および経過措置 

(1) 適用時期 

公表日以後終了する年次報告期間から、任意適用が可能です（適用基準92項等）。 

SSBJ基準には、強制適用時期の定めはありません。今後、サステナWGでの議論に基づ
き、金融庁が法令で定めることが想定されています。 

(2) 経過措置 

SSBJ基準では、以下の経過措置が設けられています（適用基準93-94項、一般基準42項、
気候基準102-103項）。 

1 比較情報 適用初年度において、比較情報の開示は要求されない 

2 
気候以外の 

サステナビリティ情報 

適用初年度において、「気候基準」に準拠して気候関連のリスク・機会のみについ
ての情報を開示することができる（*1） 

3 
GHGプロトコルに 

基づく測定 

適用初年度の直前年度においてGHG排出の測定に「GHGプロトコル（2004年）」
または法域の法令等が要求している方法以外の測定方法を用いていた場合、適用
初年度において、当該測定方法を用いることができる（*2） 

4 スコープ3GHG排出量の報告 適用初年度において、スコープ3GHG排出を開示しないことができる（*1） 

*1：経過措置の適用により免除された情報については、適用2年目において比較情報の開示が免除される。 

*2：適用2年目においても、比較情報の開示にあたり上記3の方法を引続き使用できる。 

なお、法令において、別途、経過措置が定められる場合、その経過措置に従うことになり
ます（適用基準BC176項）。同時報告に係る経過措置については、サステナWGの議論に
基づき、今後、金融庁が法令で定めることが想定されています。 
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8. 企業の実務に与える影響 

SSBJ基準の適用は、企業のサステナビリティ情報の開示実務にさまざまな影響を及ぼすこ
とが想定されます。想定される実務影響には、例えば、以下のものがあると考えられます。 

開示対象とするサステナビリティ課題の変化 

SSBJ基準では、投資家等に有用な情報を提供することに焦点をあて、リスクや機会が企
業に与える財務的影響の観点から開示情報の重要性を検討する、いわゆる「財務的マテ
リアリティ（financial materiality）」の考え方が採用されています。従来、多くの企業は

「財務的マテリアリティ」以外の観点（例えば、社会や環境に与えるインパクトの重要性
の観点）も意識して開示を行ってきたことから、開示対象とすべきサステナビリティ課
題に変化が生じる可能性があると考えられます。 

気候シナリオ分析の実施 

SSBJ基準では、気候関連のリスクと機会について開示する場合、シナリオ分析を実施し
たうえで、気候レジリエンスを評価し、開示することが必須となります。シナリオ分析の
実施にあたってはさまざまなアプローチが考えられますが、従来シナリオ分析を実施・
開示していなかった企業においても、気候関連のさまざまなリスクと仮定から生じる影
響を分析したうえで、企業の戦略に対する影響および対応力を理解し、気候レジリエン
スを開示する必要があります。 

バリューチェーン情報の収集 

SSBJ基準では、スコープ3GHG排出の開示が求められており、バリューチェーンにおけ
る排出量に関するデータ収集等の対応が必要となります。このため、実務上、SSBJ基準
の定めを考慮しながら、情報収集を実施する範囲を特定し、適時かつ適切に情報を収集
するプロセスを構築する必要があると考えられます。 

財務的影響の算定 

SSBJ基準では、リスクと機会による現在の財務的影響および将来の予想される財務的影
響について、原則として定性的情報のみならず、定量的情報の開示が求められます。この
ため、サステナビリティ推進部門が開示を主導する場合でも、財務的影響の算定にあた
っては、財務・経理部門等、社内の機能横断的な連携が必要になると考えられます。 

同時報告に向けた情報作成・開示プロセスの整備・運用 

現行実務では、有価証券報告書の提出後に、統合報告等において詳細なサステナビリテ
ィ情報の開示が行われることが一般的です。しかし、SSBJ基準を適用する場合、財務諸
表との同時報告に向けて、サステナビリティ情報の開示時期の早期化を検討する必要が
あると考えられます。 

また、将来的に第三者による保証業務を受けることも見据えつつ、情報の信頼性確保に
向けて一定の内部統制を整備・運用するほか、投資家等との効果的なコミュニケーショ
ンの実現に向けて、開示媒体間の情報の整理・統合を行うことが必要になる可能性もあ
ります。
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